
（２）かずさ環境協定

（財）
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（１）千葉県公害審査会

（２）公害苦情相談
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（ア）市町村長の許可を受けないで、県内の一

般家庭から有償で処分を委託された廃品

回収会社の社長ら５人を廃棄物処理法違

反で検挙しました。 

（イ）自己の敷地内で、動物のふん尿を染みこ

ませた新聞紙在中のゴミ袋約117ｔを不法

投棄していた元ブリーダーの男を廃棄物

処理法違反で検挙しました。 

（ウ）知事の許可を受けないで、事業所から排

出されたガラスくずなどの産業廃棄物を

自社の残土置場まで運搬させていた会社

社長のほか、関連業者など５人を廃棄物処

理法違反で検挙しました。 

27

27

（２）海上環境事犯

平成２７年検挙件数

１

１１

３２

２

１６１

９９

３１３

（１）廃棄物事犯

図表6－4－4 海上環境事犯の検挙状況 
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６．公害健康被害補償予防制度

ア 補償予防制度の経緯

公害健康被害者に対し、損害を補填するた

めの補償給付を行うとともに、健康被害者の

福祉に必要な事業を実施することにより、被

害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的

として、昭和 年に「公害健康被害補償法」が

制定され、健康被害発生区域（第一種地域、

第二種地域）の指定、補償給付の種類、健康

被害者の認定、健康被害によって失われた健

康を回復させる福祉事業、これらに必要な費

用の負担等が定められました。

この法は、健康被害者の救済に大きな役割

を果たしてきましたが、その後の大気汚染防

止対策の進展等により制度を取り巻く状況が

変化したことを踏まえ、昭和 年９月に改正

が行われ、法律名も「公害健康被害の補償等

に関する法律」（以下「補償法」という。）に

改められました。

昭和 年３月１日の補償法及び同法施行

令の施行により、第一種地域の指定は全面解

除され、同日以降は新たな患者の認定は行わ

れず、既に認定された患者への補償の継続と

健康被害の予防に重点を置いた施策が展開さ

れています。 
図表 補償法による指定地域 旧第一種地域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 千葉県における状況

千葉県では、第一種地域として千葉市の一

部 図表 が指定されていましたが、前

記の指定解除により、現在、新たな患者の認

定は行われていません。

千葉市における認定状況は、図表 の

とおりであり、 年３月末現在の認定患者数

は、 人であり、 年度に支給された補償

給付の総額は約３億 万円となっています。

また、被害者の健康回復を図るため転地療

養、訪問指導などの公害保健福祉事業が実施

されています。

千葉市では、補償法に基づく補償を補完・充

実するため、昭和 年１月に「千葉市公害健康

被害救済補償要綱」を制定し、（一財）千葉県公害

防止協力財団の協力を得て、県内のばい煙等の

排出企業からの拠出金に基づき、次の市独自の

補償事業を実施しています。

①「千葉市大気汚染に係る健康被害の救済に

関する条例」（昭和 年７月施行、補償法

による地域指定を受け昭和 年 月廃止）

による認定患者で、補償法適用前に指定地

域外へ転出したため、法の適用を受けられ

ない者に対する法と同様の補償

② 補償法及び要綱による認定患者に遺族補

償金等を支給することにより、法による補

償内容をさらに補完・充実

年度に支給された補償給付の額は約

万円となっています。

図表 認定状況（ 年 月現在）人

 
 
 
 
 
 
 

※ （

（ ）の数字は要綱による数（外数） 

認定審査状況

審査件数

認定

否認定

認定失効者

死亡

治癒届出等

否更新

更新申請せず

転出

他地域からの転入

被認定患者

稲荷町、今井町、今
井１～３丁目、寒川

町１～３丁目、白白旗旗
１～３丁目、末広１
～5 丁目、蘇我町１

～２丁目、港町、南
町１～３丁目、鵜の
森町、若草 1 丁目、

市場町、葛城１～3
丁目、亥鼻１～3 丁
目、千葉寺町、青葉

町、神明町、出洲港、
矢作町、星久喜町、
川崎町、長洲１～２

丁目、長洲町 1 丁
目、宮崎町、宮崎１
～２丁目、松ヶ丘

町、大森町、大厳寺
町、浜野町、村田町、
塩田町、新浜町 

（１）公害健康被害の補償等に関する法律に基

　　 づく補償予防制度

（２）千葉市公害健康被害救済補償事業
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７．市町村の環境保全対策 

市町村の環境施策は、地理的条件、住民意識

の差異等地域の特殊事情を反映するものであり、

本県の環境行政体系において重要な役割を果た

しています。 

27 年度の市町村環境行政状況調査結果によ

ると、その概況は次のとおりです。 

環境の現況を把握し有効な施策の確立を図る

ため、市町村においても公害の監視測定体制の

整備、充実に努めています。 
現在、市町村が常時及び定期監視を行うため

に設置している大気汚染、騒音、振動関係の測

定箇所は東京湾臨海部に多く集まっており、水

質汚濁関係の測定箇所は県内全般に分布してい

ます。（図表 6‒4‒7） 
図表 6-4-7 市町村の公害監視測定箇所数 
 測 定 

市町村 
測定点 

常時 定期 計 
大気汚染関係 27 96 199 295 

水質汚染関係 39 0 1,328 1,328 

騒 音 関 係 31 22 271 293 

振 動 関 係 13 0 70 70 

 

現在、29 市町において、総数 821 企業との

間で公害防止協定を締結しており、企業から発

生する公害を防止することにより住民の良好

な生活環境の確保を目指しています。 

市町村別では、野田市（225 社）、柏市（116

社）、市川市（65 社）で締結企業が多く、企業

の種類別では、鉄鋼･金属（132 社）、食料品（77

社）、電気機械器具（68 社）等が多くなってい

ます。 

市町村では財政のひっ迫した状況の中で、多

様化する環境問題に対応すべく環境保全対策予

算の確保に努めています。（図表 6‒4‒8） 

図 6‒4‒8 市町村における主な事業別予算 

 

 

現在、千葉市ほか８市では、中小企業者が行う

公害防止事業を対象として融資・助成制度を実施

しています。 

融資・助成制度が設けられている市は次のとお

りです。 

千葉市、市川市、野田市、佐倉市、柏市、 

市原市、流山市、浦安市、いすみ市 

27 年度において市町村が新規に受理した苦情

件数は 4,995 件でした。 

苦情件数のうち典型７公害に関する苦情は

3,082 件で、その内訳は、騒音 1,213 件、大気汚

染 1,076 件、悪臭 528 件等となっています。 

また、典型７公害以外は 1,913件となっています。 
 

地域の環境問題の原因究明、解決策の樹立を目

指して市町村独自の調査研究が進められています。 

27 年度は、25 市町村で 122 項目について実施さ

れましたが、調査研究項目を公害の種類別に分類

してみると、水質汚染関係 64 項目、土壌汚染関係

18項目、騒音関係 15項目、大気汚染関係 13項目、

振動関係５項目、悪臭関係３項目となっています。 

なお、28 年度は 24 市町村で 123 項目の調査研

究が予定されています。 

（１）公害監視測定体制

（４）融資・助成制度

（５）公害苦情相談

（６）調査研究

（２）公害防止協定

（３）環境保全対策予算

0 50 100 150 200 250 300

 
廃  棄  物 
対 策 事 業 費 
 
水 質 保 全 
対 策 事 業 費  
自然環境保全 
対 策 事 業 費 
大 気 保 全 
対 策 事 業 費 
騒 音 ・ 振 動 ・ 
悪臭対策事業費 

756億 5,113万円 

19億 4,612万円 

6億 2,327万円 

4億 8,815万円 

1億 3,570万円 

（億円） 
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